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ＧＸ実現に向けた機運醸成に係る企画運営業務委託 

企画提案募集要領 

 

第１ 件  名 

ＧＸ実現に向けた機運醸成に係る企画運営業務委託 

 

第２ 目  的 

仕様書「第２ 目的」のとおり 

 

第３ 委託業務内容 

   仕様書「第５ 委託業務内容」のとおり 

 

第４ 事業提示額 

1,105,000,000円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

   ※金額は、本事業委託一式の全費用とします。 

 

第５ 応募届の受付 

 希望申請する者は、様式１「応募届」を提出してください。 

また、応募要件を満たすことを示す書類（発注機関名・受注会社名・受注年度・印刷又は配布

の部数を示す契約書の写し又はそれに代わるものなど）を提出してください。 

１ 応募要件 

以下の全ての要件を満たしていることとします。 

（１）東京都の物品買入れ等競争入札参加有資格者で、営業種目「催事関係業務」又は「広

告代理」に登録があり、「Ａ」等級に格付けされていること。 

（２）売上高が事業提案額以上であること。 

（３）自己資本がマイナスでないこと。 

（４）以下に定める条件を満たす者を運営体制に必ず組み込むこと。 

    ア 総括担当者：大規模イベントや集客イベントなどについて、運営受託者として従事

した経験を有する者 

    イ 担 当 者：参加者数１万人以上の大規模イベントの運営経験を有する者 

２ 応募方法 

 （１）提出期限 

応募届の提出期間は、令和６年６月 20 日(木曜日)から６月 27 日(木曜日)正午までとしま

す。 

 （２）提出方法 

   様式１「応募届」及び添付書類を「第１３ 問合せ先」に記載したメールアドレス宛てに

電子メールにより提出してください。 

  ※その他の方法による提出は受け付けません。 

 

第６ 質問の受付及び回答 

   企画審査会の応募に当たっては、質問のない場合であっても、質問事項の欄に「質問なし」

と記入し、次のとおり質問書を必ず送付してください。 

１ 質問受付期間 

   令和６年６月 20日（木曜日）から令和６年６月 27日（木曜日）正午まで 
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２ 質問方法 

   質問事項を簡潔に整理し、様式２「質問書」に記入の上、件名を「ＧＸ の実現に向けた機

運醸成に係る企画運営業務委託」として、本要領第１３に指定する宛て先に電子メールで送

付してください。口頭での質問には対応いたしません。また、質問メール送信後に電話にて

委員会の受信を確認してください。 

３ 回答方法 

質問に対する回答は、すべての応募者にメールで送付します（回答前に辞退届を提出した

者は除く）。ただし、どの応募者からも質問がない場合は送付いたしません。 

４ 回答日（予定） 

令和６年６月 28日（金曜日）午後５時までに回答します。 

 

第７ 辞退届の受付 

企画審査会への参加を辞退する場合は、持参又は郵送により下記の書類をご提出ください。 

１ 辞退届 １部（様式３） 

２ 提出期限 

令和６年７月８日（月曜日）午後５時まで 

３ 提出先 

   本要領第１２に指定する宛て先 

 

第８ 企画提案書等の提出について 

  企画審査会への応募を希望する場合、審査会に先立ち次の書類を提出してください。 

１ 提出書類 

（１）企画提案書  １０部（社名入り１部、社名無し９部） 

  提案書は原則としてＡ４版（横）、カラー刷り、30ページ以内とし、左上１箇所とじで作

成してください。なお、作成に当たっては、以下の項目を必ず記載してください。また、

イメージ図等を適切に記載し、提案内容がわかりやすく伝わるよう、工夫してください。 

ア 全般 

〇企画・運営に係る全体概要（基本方針、スケジュール概要、実施体制等）を示すこと。 

〇経費の見積及びその内訳を示すこと。 

   イ 広報 

    〇広報媒体等を検討し、広く事前周知しつつ、イベント前後にメディアで取り上げられ

るなど、効果的な工夫がなされていること。 

    ○機運を盛り上げるための効果的な広報が行われていること。 

ウ イベントに係る企画・運営 

〇ＧＸに関心がない都民も含めて来場を促せるよう、内容及び構成が効果的に工夫され

ていること。 

〇ＧＸを一般都民にとって理解しやすく、身近に感じられるよう、効果的なものとなっ

ていること。 

〇ＧＸを巡る国内外の動向を踏まえ、ＧＸ実現に向けた取組について、効果的にＰＲを

図ることができる内容となっていること。 

〇年間キャンペーンとして、各種イベントで一貫して段階的にＧＸの普及促進を行う内

容であること。 

〇提案されたイベントの登壇者・出演者が、本事業の趣旨や目的に沿ったものであるこ

と。 
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○企画全体を通して、一般都民が GX が実現された将来像を理解し、GX 実現に向けて行

動変容を促す内容となっていること 

   エ 効果検証 

〇アンケート回収のための工夫がなされ、定量的分析などが的確にできるよう内容及び

構成に反映されていること。 

（２）企画提案書の概要 １０部（社名入り１部、社名無し９部） 

  概要は原則Ａ３版（横）、カラー刷り、２ページ以内としてください。 

（３）経費内訳書 １部 

  企画の内容を実施する上で必要な経費を漏れなく正確に記載してください。なお、経費

内訳書を上回る金額の見積書の提出は失格となるため、ご注意ください。 

（４）送付書 １部（様式４） 

（５）企画提案書及び概要の「社名無し」については、貴社名の他に、印影、通称名、マスコ

ットなど貴社を特定できるものを一切記載しないこと。 

２ 提出期限 

令和６年７月８日（月曜日）午後５時必着 

３ 提出先 

本要領第１３に指定する宛て先 

 

第１０ 企画審査会 

  応募者に対し、次により審査会を実施します。 

１ 実施日 

 令和６年７月 10日（水曜日） 

※時間及び場所の詳細は別途通知します。 

２ 実施方法 

プレゼンテーション方式（審査員に対し、企画を口頭でご説明頂きます。） 

【注意事項】 

・プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に基づき行って下さい。 

（審査会当日、審査員に対して事前提出書類以外の資料を配布することはできません。ま

た、モニター等を持ち込んで資料投影を行うことも認めません。） 

・説明者は複数人であっても差し支えありませんが、当該業務を受託した際の責任者が中

心となって行うものとします。 

・各社の出席者は２名以内としてください。 

３ 説明時間 

１５分程度 

 

第１１ 企画案の採用 

１ 審査結果は、審査会終了後、全ての応募者に文書で通知します。 

２ 通知及び公表した審査結果以外の審査に関する情報については、回答いたしません。 

 

第１２ 附帯条件 

１ 企画審査への参加に際して生じる費用は、全て応募者の負担とします。 

２ 提出する企画提案は、１社につき１案とします。 

３ 提出物は返却いたしません（採用者及び不採用者ともに同じ。）。 

４ 企画提案書作成に当たって第三者の著作権等に抵触する恐れのあるものは、応募者の責任
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において適正に権利関係処理を行ってください。 

 

第１３ 提出先及び問合せ先 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号 東京都庁第一本庁舎１９階北側 

  TOKYO GX ACTION 実行委員会事務局 

  （東京都産業労働局産業・エネルギー政策部計画課内） 

Tel ０３－５３２０－４８６３ 

電子メールアドレス S0291501@section.metro.tokyo.jp 


